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豊田市立小・中・特別支援学校外国人英語指導助手派遣業務プロポーザル実施要領 
 
１ 契約の目的 

第一言語が英語又は母国の公用語が英語の外国人英語指導助手（以下「ＡＬＴ」とい
う。）の生きた英語を通して、言語や文化について児童生徒の理解を深め、積極的にコミュ
ニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。 

 
２ 契約の概要 

豊田市立小・中・特別支援学校に第一言語が英語又は母国の公用語が英語であるＡＬＴを派
遣し、外国語活動又は外国語（英語）教育を行う。詳細は、別紙「豊田市立小・中・特別支援
学校外国人英語指導助手派遣業務仕様書」のとおり。 

 
３ 提案限度額 

４７１，６０３，０００円（消費税込み）【３年総額】 
 
４ 履行期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
（契約日の翌日から令和６年３月３１日までは準備期間とする。） 

 
５ 派遣人数 

３１人 
 
６ 参加資格要件 

次に掲げる条件をすべて満たす者 
（１）公告日において、令和４・５年度の豊田市競争入札参加資格（物品等）を有する者 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の規定に

該当する者でないこと。 
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 
（４）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止

又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 
（５）参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間

で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する
排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 

（６）このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人
的関係がないこと。（資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的
に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。） 

（７）公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 
ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者（ただし、（１）に掲げる豊田市

競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。）であること。 
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イ 平成３０年４月以降、官公庁（国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限
る。）発注のＡＬＴを配置する業務（労働者派遣契約又は請負契約の形態は問わない。）
で元請として１件当たりの税込金額５，０００万円以上（複数年度にわたる契約の場合は
単年度当たりの税込金額とし、単価契約の場合は単年度当たりの支払総額とする。）かつ
１０人以上の履行実績を有する者であること。 

ウ 労働者派遣事業許可を有する者であること。 
 
７ 選考日程 
（１）全体スケジュール 

１１月 ６日（月） 業者選定審査会による方式の決定 
１１月 ７日（火） 事業実施の公告、公表、公募の開始 
１１月 ７日（火） 業務説明資料等の交付開始 
１１月２０日（月） 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 
１１月２１日（火） 参加資格確認通知書の送付 
１１月２８日（火） 質問の回答期限 
１２月 ５日（火） 提案書等の提出期限 
１２月１９日（火） ヒアリング実施及び選考委員会開催 
１２月２０日（水） 選考結果の通知・最優秀提案者との協議開始 

１月１５日（月）予定 業者選定審査会による業者の決定 
１月２４日（水）予定 見積徴取及び契約締結 

（２）ヒアリング 
ア 日時  １２月１９日（火） 午前９時００分から午後０時３０分のうち指定する２５

分間（時間は後日連絡する。） 
イ 場所  豊田市役所 教育委員会会議室（東庁舎６階） 
ウ 備考  ・提出された企画書等に基づき１社２５分（説明１５分、質疑応答１０分）の

ヒアリングを行う。 
・出席者は３名以内とする。 
・説明は提出資料のみとし、パソコン、模型、パネル、追加資料等の持込みは

認めない。 
・プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自己紹介は

行わないこと。 
・全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。 

 
８ 選考委員 

委員⾧   加納 誠司（愛知教育大学 教授） 
副委員⾧  中垣 秋紀（教育部 副部⾧） 
委員    小山 幾子（学校教育課 課⾧） 

小川 雅美（東広瀬小学校⾧、市教研外国語部 小学校部会⾧） 
鈴木文与志（本城小学校⾧、市教研外国語部 中学校部会⾧） 
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９ 提案書等の提出書類 
下記の（１）、（２）については所定の様式、（３）～（７）についてはＡ４サイズ両面印

刷７枚以内（表紙、目次、見積書及び積算内訳書を除く。）で記載する（提出部数は正本１部、
副本６部）。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表
紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 

（１）令和４年度の県内の国公立小・中学校へのＡＬＴを配置する業務の実績 
ア 契約している自治体数 
イ ＡＬＴの人数 

（２）令和４年度の県外の国公立小・中学校へのＡＬＴを配置する業務の実績 
ア 契約している自治体数 
イ ＡＬＴの人数 

（３）ＡＬＴの採用体制 
（４）ＡＬＴに対する研修体制 
（５）指導カリキュラム及び教材・教具の工夫 
（６）ＡＬＴの労務管理・危機管理体制 
（７）学校及び教育委員会との協力体制等 
（８）見積書、積算内訳書（注１）及び（１）（２）に記載した実績を確認できる書類（契約書

等の写し）（注２）１部 
注１ 様式は自由で、宛先は豊田市⾧として、税抜の総額を記載すること。 
注２ （１）（２）に記載した内容が確認できる部分のみで可。単価契約の場合は、支払

総額が確認できる書類。 
 
１０ 評価基準 
（１）９（１）、（２）については事務局において採点を行い、（３）～（７）については選考

委員５人による審査を行う。それらの点数と（８）から算出した価格評価の合計が最高得点
の者を最優秀提案者として選定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。 
※詳細は別紙「評価基準」のとおり。 

（２）最高得点の者が同点の場合は、選考委員による審査の合計点数が高い者を最優秀提案者と
して選定する。選考委員による審査の合計点数が同点であった場合は、見積金額の安価な者
を最優秀提案者として選定する。 

（３）提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は最優秀提案者として選定しない。 
最低基準点 ２７６／４６０点 
４６０点｛事務局において採点（６０点）+選考委員による審査（４００点）｝×０．６ 

 
１１ その他 
（１）このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。 
（２）手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（３）最優秀提案者と本市との間で契約条件に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成する。

仕様書作成後、最優秀提案者を契約の相手方とし、見積徴取のうえ、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号により随意契約を締結する。また、この協議において、最優秀提案
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者からの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。 
（４）最優秀提案者特定の日から契約締結の日までの間に次のいずれかに該当するときは、随意

契約を行わない。なお、契約が不調に終わった場合は、最優秀提案者の次点の者と交渉する
ものとする。 
ア プロポーザルの参加資格要件に適合しなくなったとき 

イ 提案に関する書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき 

ウ 契約条件に関する本市との協議が調わないとき 

エ 本市が最優秀提案者が委託事業を遂行することが困難と判断したとき 

（５）前号の場合を除き、選考結果通知後の辞退は認めない。なお、受託の辞退等により本市に
損害が生じた場合は、その費用を請求する場合がある。 
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別表 
資本関係又は人的関係について 

（１）資本関係 

① 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２
に規定する子会社等をいう。②において同じ。）と親会社等（同条
第４号の２に規定する親会社等をいう。②において同じ。）の関係
にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

（２）人的関係 

① 一方の会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）
第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の役員
（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に
揚げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ね
ている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法（平成１１年法律
第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又
は更生会社（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７
項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 
１）株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。 

イ 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会
社における監査等委員である取締役 

ロ 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社に
おける取締役 

ハ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 
ニ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがあ

る場合により業務を執行しないこととされている取締役 
２）会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 
３）会社法第５７５条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資

会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規
定する定款に格別の定めがある場合により業務を執行しないこと
とされている社員を除く。） 

４）組合の理事 
５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに揚げる

者に準ずる者 
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２

項又は会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人
（以下単に管財人という。）を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねてい
る場合 

（３）その他プロポー
ザルの適正さが阻害さ
れると認められる場合 

組合（共同企業体を含む）とその構成員が同一のプロポーザルに参
加している場合。その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係
又は人的関係があると認められる場合。 

 


